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第
十
四
条
第
四
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」

を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
三
十
六
条
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

及
び
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」を「
第

四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第

三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と

し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失

に
よ
り
自
己
の
育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
を
侵
害
し

た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の

賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵

害
の
行
為
を
組
成
し
た
種
苗
、
収
穫
物
又
は
加
工
品
を

譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
種
苗
、
収
穫
物
又

は
加
工
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数

量
」
と
い
う
。）に
、
育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者

が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で

き
た
種
苗
、
収
穫
物
又
は
加
工
品
の
単
位
数
量
当
た
り

の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
育
成
者
権
者
又
は

専
用
利
用
権
者
の
利
用
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な

い
限
度
に
お
い
て
、
育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者

が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
し
、

譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
育
成

者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当

す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
二
条
に
見
出
し
と
し
て「（
名
称
使
用
義
務
等
の

違
反
に
対
す
る
過
料
）」を
付
し
、
同
条
を
第
七
十
五
条
と

す
る
。

第
六
十
一
条
に
見
出
し
と
し
て「（
命
令
違
反
に
対
す
る

過
料
）」を
付
し
、
同
条
中
「
第
四
十
条
第
三
項
」
を
「
第

四
十
七
条
第
三
項
」
に
、「
第
五
十
三
条
の
三
」
を
「
第
六

十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
四
条
と
す
る
。

第
六
十
条
に
見
出
し
と
し
て「（
両
罰
規
定
）」を
付
し
、

同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
六
十
七
条
又
は
第
七
十
条
第
一
項

三
億
円
以

下
の
罰
金
刑

二

第
六
十
八
条
又
は
第
六
十
九
条

一
億
円
以
下
の

罰
金
刑

三

第
七
十
一
条
又
は
前
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号

各
本
条
の
罰
金
刑

第
六
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し

た
第
七
十
条
第
二
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に

対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て

し
た
告
訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
ず

る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
十
七
条
又
は
第
七
十
条

第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を

科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

第
六
十
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
。

第
五
十
九
条
に
見
出
し
と
し
て「（
虚
偽
届
出
等
の
罪
）」

を
付
し
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
五
十

八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項

又
は
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一

項
又
は
第
六
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を

第
七
十
二
条
と
す
る
。

第
五
十
八
条
に
見
出
し
と
し
て「（
虚
偽
の
表
示
を
し
た

指
定
種
苗
の
販
売
等
の
罪
）」を
付
し
、同
条
第
一
号
中「
第

五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
一
条
と
す
る
。

第
五
十
七
条
に
見
出
し
と
し
て「（
詐
欺
の
行
為
の
罪
）」

を
付
し
、
同
条
中
「
一
年
」
を
「
三
年
」
に
、「
百
万
円
」

を
「
三
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
八
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
虚
偽
表
示
の
罪
）

第
六
十
九
条

第
五
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、

三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

（
秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
）

第
七
十
条

秘
密
保
持
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を

犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
五
十
六
条
に
見
出
し
と
し
て「（
侵
害
の
罪
）」を
付

し
、
同
条
中
「
三
年
」
を
「
十
年
」に
、「
又
は
三
百
万
円
」

を
「
若
し
く
は
千
万
円
」
に
、「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
七
条
と

す
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
第
四
項
、
第
五
十

一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、第
五
十
三
条
」

を
「
第
五
十
九
条
第
四
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
二
条
」
に
改
め
、
第
三
章
中

同
条
を
第
六
十
六
条
と
し
、
第
五
十
四
条
を
第
六
十
五
条

と
し
、
第
五
十
三
条
の
三
を
第
六
十
四
条
と
し
、
第
五
十

三
条
の
二
を
第
六
十
三
条
と
し
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五

十
三
条
ま
で
を
九
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
章
第
七
節
中

第
四
十
八
条
を
第
五
十
七
条
と
し
、
第
四
十
七
条
を
第
五

十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
品
種
登
録
表
示
）

第
五
十
五
条

登
録
品
種
の
種
苗
を
業
と
し
て
譲
渡
す
る

者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
譲
渡
す
る
登
録
品
種
の
種
苗
又
は
そ
の
種
苗
の
包
装

に
そ
の
種
苗
が
品
種
登
録
に
係
る
旨
の
表
示（
以
下「
品

種
登
録
表
示
」
と
い
う
。）を
付
す
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
虚
偽
表
示
の
禁
止
）

第
五
十
六
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

一

登
録
品
種
以
外
の
品
種
の
種
苗
又
は
そ
の
種
苗
の

包
装
に
品
種
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表

示
を
付
す
る
行
為

二

登
録
品
種
以
外
の
品
種
の
種
苗
で
あ
っ
て
、
そ
の

種
苗
又
は
そ
の
種
苗
の
包
装
に
品
種
登
録
表
示
又
は

こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
た
も
の
の
譲
渡
又

は
譲
渡
の
た
め
の
展
示
を
す
る
行
為

三

登
録
品
種
以
外
の
品
種
の
種
苗
を
譲
渡
す
る
た

め
、
広
告
に
そ
の
種
苗
が
品
種
登
録
に
係
る
旨
を
表

示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

第
四
十
六
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
四
十
五
条
を
第

五
十
二
条
と
し
、
第
四
十
四
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
中「（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）」を
削

り
、
同
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中「
第
三
十
八
条
第
五
項
」

を
「
第
四
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、同
項
第
五
号
中「
第

三
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
七
項
」に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
第
三
十
八

条
第
六
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
第
二

章
第
六
節
中
同
条
を
第
四
十
九
条
と
す
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
利
害

関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
」
を
加
え
、
同
条

を
第
四
十
八
条
と
し
、
第
四
十
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、

第
三
十
九
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、
第
三
十
八
条
を
第
四

十
五
条
と
し
、
第
二
章
第
五
節
中
第
三
十
七
条
を
第
四
十

四
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
を「（
書
類
の
提
出
等
）」に
改

め
、
同
条
中
「
対
し
、」
の
下
に
「
当
該
侵
害
の
行
為
に

つ
い
て
立
証
す
る
た
め
、
又
は
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の

三
項
を
加
え
る
。

２

裁
判
所
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
理

由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
書
類
の
所
持
者
に
そ
の
提
示
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人

も
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
書
類
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
前
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
聴
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、当
事
者
等（
当

事
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、そ
の
代
表
者
）

又
は
当
事
者
の
代
理
人
（
訴
訟
代
理
人
及
び
補
佐
人
を

除
く
。）、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
書
類

を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
四
十
九
号

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
四
十
四
条
」
に
、「
第

三
十
八
条
e

第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
五
条
e

第
四
十

九
条
」
に
、「
第
四
十
三
条
e

第
四
十
八
条
」
を
「
第
五
十

条
e

第
五
十
七
条
」
に
、「
第
四
十
九
条
e

第
五
十
五
条
」

を
「
第
五
十
八
条
e

第
六
十
六
条
」
に
、「
第
五
十
六
条
e

第
六
十
二
条
」
を
「
第
六
十
七
条
e

第
七
十
五
条
」
に
改

め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四

十
五
条
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
五

十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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